
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
一
号

国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関

す
る
政
令
　
抄

内
閣
は
、
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
五
条
第
三
項

、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
、
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条

並
び
に
第
十
三
条
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び

第
七
条
の
三
第
一
項
並
び
に
環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等

に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）

第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。

目
次第

一
章
　
関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
経
過
措
置
（
第
三
条―

第
八
条
）

附
則

第
二
章
　
経
過
措
置

（
国
が
承
継
す
る
資
産
の
範
囲
等
）

第
三
条
　
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
国
が
承
継
す
る
資
産
は
、
文
部
科
学
大
臣

が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
承
継
す
る
資
産
は
、
一
般

会
計
に
帰
属
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
等
）

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
新

国
立
大
学
法
人
（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
新
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行

う
も
の
と
さ
れ
る
旧
国
立
大
学
法
人
（
改
正
法
附
則
第

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
行
っ
た
事
業
に
係
る
積
立
金
の
処
分

の
業
務
に
つ
い
て
は
、
新
国
立
大
学
法
人
の
行
っ
た
事

業
に
係
る
積
立
金
の
処
分
の
業
務
と
み
な
し
て
、
国
立

大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十

八
号
）
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
四
条
第
一
項
中

「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
新

国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
）

の

初
の
」
と
、
同
項
中
「
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期

間
の

初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
」
と
あ
り
、
及

び
同
令
第
五
条
第
一
項
中
「
当
該
期
間

後
の
事
業
年

度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は

「
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
、
同
令
第
六
条

中
「
期
間

後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月

十
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
八
年
一
月
十
日
」
と
す

る
。

（
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
五
条
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
十
二
項
の
評
価
委
員

は
、
新
筑
波
技
術
大
学
法
人
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
新
筑
波
技
術
大
学
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
新
富
山
大
学
法
人
（
改
正
法
附
則
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
新
富
山
大
学
法
人
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
文
部

科
学
大
臣
が
任
命
す
る
。

一
　
財
務
省
の
職
員
　
一
人

二
　
文
部
科
学
省
の
職
員
　
一
人

三
　
当
該
国
立
大
学
法
人
の
役
員
（
当
該
国
立
大
学
法

人
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
国
立
大
学
法
人

に
係
る
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

十
二
号
）
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行

政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第

十
五
条
第
一
項
の
設
立
委
員
）
　
一
人

四
　
学
識
経
験
の
あ
る
者
　
二
人

２
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価

は
、
同
項
の
評
価
委
員
の
過
半
数
の
一
致
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価

に
関
す
る
庶
務
は
、
文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
国
立
大

学
法
人
支
援
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
旧
国
立
大
学
法
人
の
解
散
の
登
記
の
嘱
託
等
）

第
六
条
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旧

国
立
大
学
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
解
散
の
登
記
を
登
記
所
に
嘱
託

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
記
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
嘱
託
に
係
る
解
散

の
登
記
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
登
記
記
録
を
閉
鎖
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旧
国
立
大
学
法
人
か
ら
承
継
し
た
貸
付
金
の
償
還
期

間
等
）

第
七
条
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸

付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
承
継
貸
付
金
」
と
い

う
。
）
の
償
還
期
間
は
、
二
年
六
月
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日

か
ら
起
算
す
る
。

３
　
承
継
貸
付
金
の
償
還
は
、
起
算
日
の
属
す
る
年
度
か

ら
起
算
し
て
三
年
目
の
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
均
等
に

分
割
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
国
は
、
国
の
財
政
状
況
を
勘
案
し
、
相
当
と
認
め
る

と
き
は
、
承
継
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
償
還
期
限
を
繰
り

上
げ
て
償
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
大

学
法
人
法
附
則
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
お
け
る
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
附
則
第
十
一

条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
法

附
則
第
十
四
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法

人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

四
十
九
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用

す
る
法
附
則
第
十
四
条
第
五
項
」
と
、
「
前
項
（
附
則

第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置

に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
一

号
）
第
七
条
第
四
項
」
と
す
る
。

（
国
有
財
産
の
無
償
使
用
）

第
八
条
　
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

国
有
財
産
は
、
新
筑
波
技
術
大
学
法
人
に
使
用
さ
せ
る

も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
成
立
の
際
現
に
旧
筑
波
技
術
短

期
大
学
法
人
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
旧
筑
波
技
術
短
期
大
学
法
人
を
い
う
。
）
に
、
新
富

山
大
学
法
人
に
使
用
さ
せ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
成

立
の
際
現
に
旧
富
山
大
学
法
人
等
（
改
正
法
附
則
第
四

条
第
二
項
に
規
定
す
る
旧
富
山
大
学
法
人
等
を
い
う
。
）

に
、
そ
れ
ぞ
れ
専
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
、
建
物
、

立
木
竹
及
び
工
作
物
（
そ
の
土
地
に
定
着
す
る
物
及
び

そ
の
建
物
に
附
属
す
る
工
作
物
を
含
む
。
）
と
す
る
。

２
　
前
項
の
国
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
法

第
三
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
独
立
行

政
法
人
通
則
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名

を
受
け
た
学
長
と
な
る
べ
き
者
が
当
該
新
国
立
大
学
法

人
の
成
立
前
に
申
請
し
た
と
き
に
限
り
、
当
該
新
国
立

大
学
法
人
に
対
し
、
無
償
で
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
新

国
立
大
学
法
人
に
無
償
で
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

国
有
財
産
及
び
当
該
国
有
財
産
の
使
用
に
関
し
必
要
な

手
続
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定

め
る
。附

　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
章
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

1


